
てんそう苑 生 活 援 助 型 訪 問 サ ー ビ ス 

重 要 事 項 説 明 書 
 

 様（以下、「利用者」といいます）が利用しようと考えている指定生活援助型訪問サービスについて、契

約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。 

分からないことや分かりにくいことがあれば遠慮なく質問をしてください。 

 

この「重要事項説明書」は、「大阪市訪問型サービス（第１号訪問事業）の事業の人員・設備及び運営に関する

基準を定める要綱（平成 29 年４月１日）」の規定に基づき、指定生活援助型訪問サービス提供契約締結に際し

て、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１．指定生活援助型訪問サービスを提供する事業者について 
 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 天 宗 社 会 福 祉 事 業 会 

代 表 者 氏 名 理  事  長 土 井 加 津 人（どい かずひと） 

法人本部所在地 大阪市平野区瓜破西２丁目１０番１２号 

連 絡 先 

電 話 番 号 等 

電  話 ０６－６７０１－０００７ 

ファクス ０６－７５０９－２９８３ 

法人設立年月日 昭和３５年３月２６日 

 

２．ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について 

（１）事業所の所在地等 
 

事 業 所 名 称 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 

介 護 保 険 指 定 

事 業 者 番 号 
大阪市指定 ２７７５８００１７６ 

事 業 所 所 在 地 大阪市平野区瓜破西２丁目１０番１０号 

連 絡 先 
電  話 ０６－６７０３－９７１２ 

ファクス ０６－６７０３－９７１３ 

相 談 担 当 者 名 戸 口 敦 之（とぐち あつし） 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
大阪市平野区・大阪市東住吉区 

 

 



（２）事業の目的及び運営の方針 
 

事 業 の 目 的 

社会福祉法人天宗社会福祉事業会が設置する瓜破西地域在宅サービスステーションて

んそう苑（以下「事業所」という）において実施する指定生活援助型訪問サービス事業

（以下「事業」という）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関す

る事項を定め、要支援状態にある利用者に対し、指定生活援助型訪問サービスの円滑な

運営管理を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な

指定生活援助型訪問サービスの提供を確保することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

１．事業所が実施する指定生活援助型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅に

おいて、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を

促進し、生活援助等の支援を行うものとします。 

２．指定生活援助型訪問サービスの実施にあたっては、利用者の心身状況・その置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サ

ービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で利用者の意思及び人格を尊重し

ながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努め

るものとします。 

３．指定生活援助型訪問サービスの実施にあたっては、常に利用者の立場に立ったサー

ビス提供に努めるものとします。 

４．指定生活援助型訪問サービスの実施にあたっては、利用者の所在する市町村・居宅

介護支援事業者・在宅介護支援センター・地域包括支援センター・他の居宅サービ

ス事業者・保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるもの

とします。 

５．前４項のほか「大阪市訪問型サービス（第１号訪問事業）の事業の人員・設備及び

運営に関する基準を定める要綱」（平成２９年４月１日）に定める内容を遵守し、

事業を実施するものとします。 

 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 
 

営 業 日 月曜～土曜 但し、年末１２月３０日～年始１月３日まで休業 

営 業 時 間 午 前 ８ 時 ３０ 分 ～ 午 後 ５ 時 ３０ 分 

 

≪台風等の災害時について≫ 

暴風警報・大雨洪水警報が提供日に発令されている場合は、訪問介護員の提供が困難になる恐れがあります

ので事業者の判断により、利用中止もしくは振替・提供時間の変更等を電話等でご連絡する場合があります。

その他の災害も同様の措置をとる場合がありますのでご了承ください。 

 

（４）サービス提供可能な日と時間帯 
 

サービス提供日 年 中 無 休 

サービス提供時間 午 前 ８ 時 ３０ 分～ 午 後 ５ 時 ３０ 分 

 

 



 

（５）事業所の職員体制 
 

管 理 者 戸 口 敦 之 （とぐち あつし） 

 

職   種 職 務 内 容 人員数 

管 理 者 
１．従業者及び業務の管理を一元的に行います。 

２．従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 

常 勤 

 １名 

訪 問 事 業 

責 任 者 

１．指定生活援助型訪問サービスの利用の申込みに係る調整を行います。 

２．利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 

３．サービス担当者会議への出席等により介護予防支援事業者等と連携を図

ります。 

４．従事者に対し具体的な援助目標及び援助内容を指示すると共に、利用者

の状況についての情報を伝達します。 

５．従事者の業務の実施状況を把握します。 

６．従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 

７．従事者に対する研修・技術指導等を実施します。 

８．利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、サービス提供日時・

具体的なサービスの内容等を記載した生活援助型訪問サービス提供予定

表を作成します。 

９．生活援助型訪問サービス提供予定表の作成にあたっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 

１０．生活援助型訪問サービス提供予定表の内容について、利用者の同意を

得た時は生活援助型訪問サービス提供予定表を利用者に交付します。 

１１．生活援助型訪問サービス提供予定表に基づくサービスの提供の開始か

ら、少なくとも１月に 1 回は当該サービスの提供に係る介護予防サー

ビス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告します。 

１２．サービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて生活援助型訪問サービス

提供予定表の変更を行います。 

１３．その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 

常 勤 

 ２名 

非常勤 

 ０名 

従 事 者 

１．生活援助型訪問サービス提供予定表に基づき、日常生活を営むのに必要

な生活援助のサービスを提供します。 

２．訪問事業責任者が行う研修・技術指導等を受けることで介護技術の進歩

に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 

３．サービス提供後、利用者の心身の状況等について訪問事業責任者に報告

を行います。 

４．訪問事業責任者から利用者の状況についての情報伝達を受けます。 

常 勤 

 ０名 

非常勤 

１０名 

 



３．提供するサービスの内容及び費用について 

（１）提供するサービスの内容 
 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

生 活 援 助 型 

訪 問 サ ー ビ ス 

提 供 予 定 表 の 作 成 

利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画（ケアプラ

ン）等に基づきサービス提供日時・具体的なサービスの内容等を記載した生活援

助型訪問サービス提供予定表を作成します。 

買 物 利用者の日常生活に必要な物品の買物を行います。 

調 理 利用者の食事の用意を行います。 

掃 除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

洗 濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

 

（２）提供するサービスの利用料・利用者負担額（介護保険を適用する場合） 
 

サービス提供区分 回数／週 単 位 数 利 用 料 利用者負担額 

生 活 援 助 型 

訪問サービス費Ⅰ 

通常の場合 

（月ごとの定額制） 週１回程度 ８８８ 
９,８７４円 ９８７円 

日割りとなる場合 ３２２円 ３３円 

生 活 援 助 型 

訪問サービス費Ⅱ 

通常の場合 

（月ごとの定額制） 週２回程度 １,７７４ 
１９,７２６円 １,９７３円 

日割りとなる場合 ６４４円 ６５円 

生 活 援 助 型 

訪問サービス費Ⅲ 

通常の場合 

（月ごとの定額制） 週２回以上 ２,８１５ 
３１,３０２円 ３,１３０円 

日割りとなる場合 １,０３４円 １０３円 
 

※「週○回程度の利用が必要な場合」とあるのは、週あたりのサービス提供の頻度による区分を示すものです

が、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても、利用料及び利用者負担額は変動せず定

額となります。 
 

※利用者の体調不良や状態の改善等により生活援助型訪問サービス提供予定表に定めたサービス提供区分より

も利用が少なかった場合又は生活援助型訪問サービス提供予定表に定めたサービス提供区分よりも多かった

場合であっても、月の途中でのサービス提供区分の変更は行いません。 

尚、翌月のサービス提供区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による生活援助型訪問サービス

提供予定表を作成し、サービス提供を行うこととなります。 
 

※月ごとの定額制となっていますが、以下の場合は（ ）内の日をもって日割り計算を行います。 

①月途中からサービス利用を開始した場合    （契約日） 

②月途中でサービス利用を終了した場合     （契約解除日） 

③月途中に要介護から要支援に変更になった場合 （変更日） 

④月途中に要支援から要介護に変更になった場合 （変更日） 

⑤同一市町村内で事業所を変更した場合     （変更日） 
 

 

※加算については下記のとおりです。 

 

①介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）…１ヶ月の訪問介護利用単位数の２４．５％の負担割合に応じた料金とな

ります。 

 

   



（３）従事者の禁止行為 

従事者はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者又は家族の金銭・預貯金通帳・証書・書類等の預かり 

③利用者又は家族からの金銭・物品・飲食の授受 

④利用者の同居家族に対するサービス提供 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除・庭掃除等） 

⑥利用者の居宅での飲酒・喫煙・飲食 

⑦身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除く） 

⑧その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動・その他迷惑行為 

 

４．第１号事業支給費として不適切な事例への対応について 

（１）次に掲げるように、第１号事業支給費として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求

められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。 

①「直接本人の援助」に該当しない行為 
 

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 
 

ア．利用者以外のものに係る洗濯・調理・買物・布団干し 

イ．主として利用者が使用する居室等以外の掃除 

ウ．来客の応接（お茶・食事の手配） 

エ．自家用車の洗車・清掃                等 
 

②「日常生活の援助」に該当しない行為 
 

Ａ．従事者が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 
 

ア．草むしり 

イ．花木の水やり 

ウ．犬の散歩等ペットの世話               等 
 

Ｂ．日常的に行われる家事の範囲を超える行為 
 

ア．家具や電気器具等の移動・修繕・模様替え 

イ．大掃除・窓のガラス磨き・床のワックスがけ 

ウ．室内外家屋の修理・ペンキ塗り 

エ．植木の剪定等の園芸 

オ．正月や節句等のために特別な手間をかけて行う調理   等 
 

（２）第１号事業支給費の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、介護予防支援事業者等又は市区町村

に連絡した上でご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス・特定非営利活動法人（ＮＰ

Ｏ法人）等の住民参加型福祉サービス・ボランティア等の活用のための助言を行います。 

（３）上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契

約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可

能です。 

尚、その場合は介護予防サービス計画等の策定段階における利用者の同意が必要となることから、介 

        護予防支援事業者等に連絡し、介護予防サービス計画等の変更の援助を行います。 

 



５．その他の費用について 

①交 通 費 

通常事業実施区域内につきましては無料となっておりますが、通院時の交通費及び

通常実施区域外につきましては実費負担となります。 

尚、事業者の自動車を使用した場合は下記の額を徴収させていただきます。 

ア．事業所から片道５キロメートル未満    ５００円 

イ．事業所から片道５キロメートル以上   １０００円 

②キ ャ ン セ ル 料 

サービスをキャンセルする場合、キャンセル通知の時間によりキャンセル料を請求

させていただきます。 

ア．前日の午後５時までにご連絡いただいた場合、キャンセル料は不要です。 

イ．前日の午後５時以降及び当日のご連絡又はご連絡いただけない場合、キャンセ

ル料は一律５００円とさせていただきます。 

尚、介護扶助を受けておられる方もキャンセル料がかかります。 

※但し、利用者の急変・急な入院等の場合、キャンセル料は請求いたしません。 

③サービス提供にあたり 

必要となる利用者の居 

宅で使用する電気・ガ 

ス・水道の費用 

ご利用者様の別途負担となります。 

 

６．利用料・利用者負担額（介護保険を適用する場合）・その他の費用の請求及び支払い方法について 
 

①利用料・利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）・その他の費用の

請求方法等 

ア．利用料・利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の額はサ

ービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 

イ．上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者に宛

ててお届けします。 

②利用料・利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）・その他の費用の

支払い方法等 

ア．サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合の

上、請求月の２５日までに下記の方法によりお支払いください。 

１．事業者指定口座への振り込み 

２．利用者指定口座からの自動振替（郵便局のみ） 

３．現金でのお支払い 

イ．お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず領収書をお渡ししま

すので必ず保管されますようお願いします（医療費控除の還付請求の際に必要

となることがあります）。 

 

※利用料・利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないに

もかかわらず支払い期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合に

はサービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 



７．サービスの提供にあたって 

（１）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格・要支援認定の有無

及び要支援認定の有効期間等）を確認させていただきます。被保険者の住所等に変更があった場合は速

やかに当事業者にお知らせください。 

（２）利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう

必要な援助を行います。また、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって、必

要と認められる時は、要支援認定の更新の申請が遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が

終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

（３）利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画（ケアプラン）」等に基づき、利

用者及び家族の意向を踏まえて、サービス提供日時・具体的なサービスの内容等を記載した｢生活援助型

訪問サービス提供予定表｣を作成します。尚、作成した「生活援助型訪問サービス提供予定表」は利用者

又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますのでご確認いただくようお願いしま

す。 

（４）サービス提供は「生活援助型訪問サービス提供予定表｣に基づいて行います。尚、「生活援助型訪問サー

ビス提供予定表」はサービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて変更することができます。 

（５）従事者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供

にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 

 

８．秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びその家族に 

関する秘密の保持に 

ついて 

ア．事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

イ．事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービス提供を

する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏ら

しません。 

ウ．また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後においても継

続します。 

エ．事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においてもその秘密を保持す

るべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保護に 

ついて 

ア．事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等にお

いて利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報について

も予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人

情報を用いません。 

イ．事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙による

ものの他、電磁的記録を含む）については善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

ウ．事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する

こととし開示の結果、情報の訂正・追加又は削除を求められた場合は遅滞なく

調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします（開

示に際して複写料等が必要な場合は利用者の負担となります）。 

 



９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 
 

虐待防止に関する責任者          管  理  者   戸口敦之（とぐち  あつし） 

虐待防止に関する責任者 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者  山 田 優 香 （ や ま だ  ゆ か ） 

 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）虐待防止のための対策を検討する委員会の設置し指針の整備等を行います。 

（６）その他、虐待防止のために必要な措置を行います。 

 

１０．事故発生時の対応方法について 

当事業所が利用者に対して行う指定生活援助型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やか

に市区町村・利用者の家族・利用者に係る介護予防支援事業者等（地域包括支援センターより介護予防支援

等の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ）に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。 

また、当事業所が利用者に対して行った指定生活援助型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生

した場合は速やかに損害賠償を行います。 
 

市区町村 

市 区 町 村 名 大阪市福祉局 

担 当 部 ・ 課 名 高齢施策部・介護保険課 

電 話 番 号 ０６－６２４１－６３１０ 

介護予防 

支 援 

事 業 者 

事 業 所 名  

所 在 地  

担当介護支援専門員氏名  

電 話 番 号  

 

尚、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 
 

保 険 会 社 名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保 険 名 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

補 償 の 概 要 賠償損害・費用損害 

 



１１．緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医の医師への連

絡を行う等の必要な措置を講じると共に利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 
 

主 治 医 

利 用 者 の 主 治 医  

所属医療機関名称  

所在地及び電話番号  

家 族 等 

緊急連絡先の家族等  

住所及び電話番号  
 

※家族又は緊急連絡先に連絡が取れない場合は利用者の生命保護の観点から医療機関への連絡・救急搬送等行い

ます。通常、係っている主治医の診療時間外においては他の医療機関に搬送することもあり得ますので予めご

了承ください。尚、その際は氏名・年齢・病歴等の個人情報を提供させていただきます。 
 

１２．身分証携行義務について 

従事者は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつ

でも身分証を提示します。 
 

１３．心身の状況の把握について 

指定生活援助型訪問サービスの提供にあたっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議

等を通じて、利用者の心身の状況・その置かれている環境・他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めるものとします。 
 

１４．介護予防支援事業者等との連携について 

（１）指定生活援助型訪問サービスの提供にあたり、介護予防支援事業者等及び保健医療サービス又は福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

（２）サービス提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき作成する「生活援助型訪問サービス提供予

定表」の写しを利用者の同意を得た上で速やかに介護予防支援事業者等に送付します。 

（３）サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又

はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。 
 

１５．サービス提供の記録について 

（１）指定生活援助型訪問サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日・内容等について記録を行い、サ

ービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後はその控

えを利用者に交付します。 

（２）上記のサービス提供の記録は、提供の日から５年間保存します。 

（３）利用者は、事業者に対して、保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することが

できます。 
 

１６．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

（２）感染症及び災害に係る研修を定期的（年１回以上）に行います。 

（３）感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 
 

１７．衛生管理等について 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設立します。 

（２）感染症の予防及びまん延防止のための指針を作成します。 

（３）感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施します。 

（４）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

（５）事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。 

 

 



１８．ハラスメントの禁止について 

（１）セクシャルハラスメントの禁止（職員及び利用者・家族からの行為も含む） 

（２）パワーハラスメントの禁止（すべての職員は他の職員に対して尊敬の念を持って接し、職員の良好な

人間関係並びに協力関係を保持する） 

（３）妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメントの禁止 

（４）その他あらゆるハラスメントの禁止 

※職員はハラスメントを受けた場合、法人又は所属長に対して相談ないし苦情処理を申し立てることができ

ます。 

１９．指定生活援助型訪問サービスの内容の見積もりについて 

（１）下記のサービス内容の見積もりは、あなたの生活援助型訪問サービス計画等に沿って、サービス提供

責任者が事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 
 

①サービス提供責任者（生活援助型訪問サービス計画を作成する者） ②連 絡 先 

戸 口 敦 之（とぐち あつし）               ０６－６７０３－９７１２ 

山 田 優 香（やまだ ゆか） 
 

（２）提供予定の指定生活援助型訪問サービスの内容と利用料・利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

（但し、実際の請求は１ヵ月ごとになるため１～２円高くなる傾向があります） 
 

曜日 訪 問 時 間 帯 サ ー ビ ス 内 容 
介護保険適用の 

有 無 

利 用 料 

（月額） 

利用者負担額 

（月額） 

月   

有 ・ 無 円 円 

火   

水   

木   

金   

土   

日   
 

（３）その他の費用 
 

①交通費の有無 有 ・ 無 サービス提供１回にあたり      円 

②サービス提供にあたり必要となる利用者の 

居宅で使用する電気・ガス・水道の費用 
円 

 

（４）１ヶ月あたりのお支払い額（利用料・利用者負担額（介護保険を適用する場合）とその他の費用の合

計）の目安 
 
 

お支払い額の目安 円 
 

※上記に記載した金額は、見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ・

ご利用状況等により変動します。 

※上記の見積もりの有効期限は、説明の日から１ヶ月以内とします。 

 

 



 

２０．サービス提供に関する相談・苦情について 

（１）苦情処理の体制及び手順 

①提供した指定生活援助型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付ける

ための窓口を設置します（次頁に記す【事業者の窓口】のとおり）。 

本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご

意見等もいただいています。 

また、本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。 
 

＜第三者委員＞ 

坂 井 良 和（さかい よしかず） 〔連絡先 ０６－９７１３－３３６３〕 

岩木  均  （いわき ひとし ） ［連絡先 ０６－６７９６－１８５１〕 
 

②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は下記のとおりとします。 

ア．苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう必要に応じて状況の聞き取り

のための訪問を実施し、事情の確認を行います。 

特に事業者に関する苦情である場合、利用者の立場を考慮しながら事業者側の責任において事

実関係の特定を慎重に行います。 

イ．相談担当者は把握した状況を管理者と共に検討を行い、対応を決定します。 

ウ．対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うと共に、利用者には必ず対応方法

を含めた結果報告を行います（時間を要する内容についてもその旨を翌日までに連絡する。 
 

（２）担当従事者の変更窓口  

利用者のご事情により、担当従事者

の変更を希望される場合は、右記の

相談担当者までご相談ください。 

ア．相談担当者氏名  山 田 優 香 （やまだ ゆか） 

イ．連絡先電話番号  ０６－６７０３－９７１２ 

同ファクス番号  ０６－６７０３－９７１３ 

ウ．受付日・受付時間 月曜～土曜 ８時３０分～１７時３０分 

 

※担当従事者の変更につきましては利用者のご希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制等に

よりご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。 
 

（３）苦情申立の窓口 
 

【事業者の窓口】 

瓜破西地域在宅サービスステーション 

てんそう苑 

サービス提供責任者 

山田 優香（やまだ ゆか） 

所 在 地 大阪市平野区瓜破西２丁目１０番１０号 

電話番号 ０６－６７０３－９７１２ 

ファクス ０６－６７０３－９７１３ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

【区役所の窓口】 

大阪市平野区役所保健福祉課 

介護保険グループ 

所 在 地 大阪市平野区背戸口３丁目８番１９号 

電話番号 ０６－４３０２－９８５９ 

ファクス ０６－４３０２－９９４３ 

受付時間 ９：００～１７：３０ 

【区役所の窓口】 

大阪市東住吉区役所保健福祉課 

福祉・介護保険グループ 

所 在 地 大阪市東住吉区東田辺１丁目１３番４号 

電話番号 ０６－４３９９－９８５９ 

ファクス ０６－６６２９－４５８０ 

受付時間 ９：００～１７：３０ 

【大阪市の窓口】 

大阪市福祉局高齢施策部介護保険課 

指定・指導グループ 

所 在 地 大阪市中央区船場中央３丁目１番７号３３１ 

電話番号 ０６－６２４１－６３１０ 

ファクス ０６－６２４１－６６０８ 

受付時間 ９：００～１７：３０ 



【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体連合会 

介護保険室介護保険課 

所 在 地 大阪市中央区常磐町１丁目３番８号 

中央大通ＦＮビル内 

電話番号 ０６－６９４９－５２４７ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

２１．重要事項説明書の年月日について 

上記内容について、「大阪市訪問型サービス（第１号訪問事業）の事業の人員・設備及び運営に関する基準

を定める要綱（平成２９年４月１日）」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

重要事項説明書の年月日 令和   年   月   日 

 

事 業 者 

所 在 地 大阪市平野区瓜破西２丁目１０番１２号 

法 人 名 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 

代 表 者 名 理  事  長 土 井 加 津 人（どい かずひと）        ㊞ 

事 業 者 名 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 

説明者氏名                                                    ㊞ 

 

事業者から上記内容の説明を確かに受けました。 
 

利 用 者 

住 所  

氏 名 ㊞ 

 

 

代 筆 人 

住 所  

氏 名 ㊞（   ） 

 

 

代 理 人 

住 所  

氏 名 ㊞ 

 


